
令和７年６⽉２５⽇

規則番号 題名

24 杉並区幼稚園教育職員の期末⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

25 杉並区学校教育職員の期末⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

26 杉並区幼稚園教育職員の勤勉⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

27 杉並区学校教育職員の勤勉⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

28 杉並区会計年度任⽤講師の給与及び費⽤弁償に関する規則の⼀部を改正する規則

29 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休⽇、休暇等に関する条例施⾏規則の⼀部を改正する規則

30 杉並区学校教育職員の勤務時間、休⽇、休暇等に関する条例施⾏規則の⼀部を改正する規則

31 杉並区会計年度任⽤講師の勤務時間、休⽇、休暇等に関する規則の⼀部を改正する規則

32 杉並区個⼈番号の利⽤及び特定個⼈情報の提供に関する条例別表に規定する教育委員会規則で
定める事務及び情報を定める規則の⼀部を改正する規則

令和７年杉並区教育委員会規則



杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２４号

杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成１２年杉並区教育委員会規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「及び第１１号」を「から第１２号まで」に改め、同項中第１３

号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。

(１２) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」を「育児部分

休業」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の

適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤

等の期間から杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成12年杉並区条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第５条及び

第６条の規定による週休日、勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休

日並びに勤務時間条例第14条第１項の規定により指定された代休日（以下「週

休日等」という。）を除いた日における勤務時間条例の規定による１日の正

規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）について勤務しな

い時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第１号から第３号まで及

び第６号から第９号までに掲げる期間にあっては２分の１日とし、第10号か

ら第12号までに掲げる期間にあっては３分の１日とする。）として換算した

日数（１日（第１号から第３号まで及び第６号から第９号までに掲げる期間

にあっては２分の１日とし、第10号から第12号までに掲げる期間にあっては

３分の１日とする。）未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数

とする。）を合計した日数とする。 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の

適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤

等の期間から杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成12年杉並区条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第５条及び

第６条の規定による週休日、勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休

日並びに勤務時間条例第14条第１項の規定により指定された代休日（以下「週

休日等」という。）を除いた日における勤務時間条例の規定による１日の正

規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）について勤務しな

い時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第１号から第３号まで及

び第６号から第９号までに掲げる期間にあっては２分の１日とし、第10号及

び第11号  に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）として換算した

日数（１日（第１号から第３号まで及び第６号から第９号までに掲げる期間

にあっては２分の１日とし、第10号及び第11号  に掲げる期間にあっては

３分の１日とする。）未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数

とする。）を合計した日数とする。 

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略 

(12) 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間 

 

(13) 略 (12) 略 

(14) 略 (13) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間、修

学部分休業により勤務しない時間、高齢者部分休業により勤務しない時間、

育児部分休業               により勤務しない時間又は勤

務時間条例第18条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇により勤務しな

い時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」という。）があるときは、

教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第１項の換算

した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間、修

学部分休業により勤務しない時間、高齢者部分休業により勤務しない時間、

育児休業法第19条第１項に規定する部分休業により勤務しない時間又は勤

務時間条例第18条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇により勤務しな

い時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」という。）があるときは、

教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第１項の換算

した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 
 



杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２５号

杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則（平成１９年杉並区教育委員会規則

第１６号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「及び第１１号」を「から第１２号まで」に改め、同項中第１３

号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。

(１２) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」を「育児部分

休業」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の

適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤

等の期間から杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成19年杉並区条例第10号。以下「勤務時間条例」という。）第５条及び第６

条の規定による週休日、勤務時間条例第13条及び第14条の規定による休日並

びに勤務時間条例第15条第１項の規定により指定された代休日（以下「週休

日等」という。）を除いた日における勤務時間条例の規定による１日の正規

の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）について勤務しない

時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第１号から第３号まで及び

第６号から第９号までに掲げる期間にあっては２分の１日とし、第10号から

第12号までに掲げる期間にあっては３分の１日とする。）として換算した日

数（１日（第１号から第３号まで及び第６号から第９号までに掲げる期間に

あっては２分の１日とし、第10号から第12号までに掲げる期間にあっては３

分の１日とする。）未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数と

する。）を合計した日数とする。 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の

適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤

等の期間から杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成19年杉並区条例第10号。以下「勤務時間条例」という。）第５条及び第６

条の規定による週休日、勤務時間条例第13条及び第14条の規定による休日並

びに勤務時間条例第15条第１項の規定により指定された代休日（以下「週休

日等」という。）を除いた日における勤務時間条例の規定による１日の正規

の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）について勤務しない

時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第１号から第３号まで及び

第６号から第９号までに掲げる期間にあっては２分の１日とし、第10号及び

第11号  に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）として換算した日

数（１日（第１号から第３号まで及び第６号から第９号までに掲げる期間に

あっては２分の１日とし、第10号及び第11号  に掲げる期間にあっては３

分の１日とする。）未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数と

する。）を合計した日数とする。 

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略 

(12) 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間 

 

(13) 略 (12) 略 

(14) 略 (13) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間、修

学部分休業により勤務しない時間、高齢者部分休業により勤務しない時間、

育児部分休業               により勤務しない時間又は勤

務時間条例第19条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇により勤務しな

い時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」という。）があるときは、

教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第１項の換算

した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間、修

学部分休業により勤務しない時間、高齢者部分休業により勤務しない時間、

育児休業法第19条第１項に規定する部分休業により勤務しない時間又は勤

務時間条例第19条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇により勤務しな

い時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」という。）があるときは、

教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第１項の換算

した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 
 



杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２６号

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年杉並区教育委員会規

則第２３号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「及び第１１号」を「から第１２号まで」に、「第１５号」を

「第１６号」に改め、同項中第１９号を第２０号とし、第１２号から第１８号まで

を１号ずつ繰り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。

(１２) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「部分休

業」という。）」を「育児部分休業」に改め、同条第６項中「介護休暇」の次に

「又は育児部分休業」を、「ついては、」の次に「それぞれ」を加え、「育児短時

間勤務職員等として在職した期間にあっては、」を「育児短時間勤務職員等として

在職した期間において介護休暇により勤務しない期間にあっては」に、「定年前再

任用短時間勤務職員として在職した期間にあっては、」を「定年前再任用短時間勤

務職員として在職した期間において介護休暇又は育児部分休業により勤務しない期

間にあっては」に、「合計した時間を勤務時間条例」を「それぞれ合計した時間を

勤務時間条例」改め、同条第７項中「、子育て部分休暇又は部分休業」を「又は子

育て部分休暇」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）

ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における勤務時間条例の

規定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）

について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第10号

から第12号までに掲げる期間にあっては３分の２日とし、第16号に掲げる期

間にあっては２日とする。）として換算した日数（１日（第10号から第12号

までに掲げる期間にあっては、３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。 

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）

ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における勤務時間条例の

規定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）

について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第10号

及び第11号  に掲げる期間にあっては３分の２日とし、第15号に掲げる期

間にあっては２日とする。）として換算した日数（１日（第10号及び第11号

  に掲げる期間にあっては、３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。 

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略 

(12) 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間 

 

(13) 略 (12) 略 

(14) 略 (13) 略 

(15) 略 (14) 略 

(16) 略 (15) 略 

(17) 略 (16) 略 

(18) 略 (17) 略 

(19) 略 (18) 略 

(20) 略 (19) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、修学部分休業により勤務しない時間、

高齢者部分休業により勤務しない時間、職免条例第２条の規定により職務に

専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間（減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間又は講演等を行った期間を除

く。）に係るものに限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間条例第18条の

２第１項に規定する介護時間（以下「介護時間」という。）、勤務時間条例

第18条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、

１日の正規の勤務時間の一部について、修学部分休業により勤務しない時間、

高齢者部分休業により勤務しない時間、職免条例第２条の規定により職務に

専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間（減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間又は講演等を行った期間を除

く。）に係るものに限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間条例第18条の

２第１項に規定する介護時間（以下「介護時間」という。）、勤務時間条例

第18条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」
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という。）若しくは組合休暇により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを

受けた時間又は育児部分休業                     

       により勤務しない時間（以下「部分休業等により勤務しない

時間」という。）があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日

又は時間に換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時

間に加算する。 

という。）若しくは組合休暇により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを

受けた時間又は育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「部分休

業」という。）により勤務しない時間（以下「部分休業等により勤務しない

時間」という。）があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日

又は時間に換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時

間に加算する。 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇又は育児部分休業により勤務しない

期間については、それぞれ日を単位として承認された場合における勤務しな

い期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における

勤務しない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の

端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において介護休暇に

より勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位と

して承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤

務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換

算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間において介護休暇又は育児部分休業により勤務しない期間に

あっては日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日

等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合に

おける勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を勤務時間条例第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）

で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適

用しない。 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇        により勤務しない

期間については、    日を単位として承認された場合における勤務しな

い期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における

勤務しない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の

端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間にあっては、    

              日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位と

して承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤

務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換

算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間にあっては、                      

    日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日

等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合に

おける勤務しない時間を合計した時間を勤務時間条例    第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）

で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適

用しない。 

７ 第５項の規定は、介護時間又は子育て部分休暇     により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において

介護時間により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をも

って１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短

時間勤務職員として在職した期間において介護時間又は子育て部分休暇  

   により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計

７ 第５項の規定は、介護時間、子育て部分休暇又は部分休業により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において

介護時間により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をも

って１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短

時間勤務職員として在職した期間において介護時間、子育て部分休暇又は部

分休業により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計
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した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を７

時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）

を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を７

時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）

を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

 



杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２７号

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１９年杉並区教育委員会規則

第１７号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「及び第１１号」を「から第１２号まで」に、「第１５号」を

「第１６号」に改め、同項中第１９号を第２０号とし、第１２号から第１８号まで

を１号ずつ繰り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。

(１２) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「部分休

業」という。）」を「育児部分休業」に改め、同条第６項中「介護休暇」の次に

「又は育児部分休業」を、「ついては、」の次に「それぞれ」を加え、「育児短時

間勤務職員等として在職した期間にあっては、」を「育児短時間勤務職員等として

在職した期間において介護休暇により勤務しない期間にあっては」に、「定年前再

任用短時間勤務職員として在職した期間にあっては、」を「定年前再任用短時間勤

務職員として在職した期間において介護休暇又は育児部分休業により勤務しない期

間にあっては」に、「合計した時間を勤務時間条例」を「それぞれ合計した時間を

勤務時間条例」に改め、同条第７項中「、子育て部分休暇又は部分休業」を「又は

子育て部分休暇」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）

ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における勤務時間条例の

規定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）

について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第10号

から第12号までに掲げる期間にあっては３分の２日とし、第16号に掲げる期

間にあっては２日とする。）として換算した日数（１日（第10号から第12号

までに掲げる期間にあっては、３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。 

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。）

ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における勤務時間条例の

規定による１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時間」という。）

について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分をもって１日（第10号

及び第11号  に掲げる期間にあっては３分の２日とし、第15号に掲げる期

間にあっては２日とする。）として換算した日数（１日（第10号及び第11号

  に掲げる期間にあっては、３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。 

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略 

(12) 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」

という。）をしている職員として在職した期間 

 

(13) 略 (12) 略 

(14) 略 (13) 略 

(15) 略 (14) 略 

(16) 略 (15) 略 

(17) 略 (16) 略 

(18) 略 (17) 略 

(19) 略 (18) 略 

(20) 略 (19) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、修学部分休業により勤務しない時間、

高齢者部分休業により勤務しない時間、職免条例第２条の規定により職務に

専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間（減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間又は講演等を行った期間を除

く。）に係るものに限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間条例第19条の

２第１項に規定する介護時間（以下「介護時間」という。）、勤務時間条例

第19条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１

日の正規の勤務時間の一部について、修学部分休業により勤務しない時間、

高齢者部分休業により勤務しない時間、職免条例第２条の規定により職務に

専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間（減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間又は講演等を行った期間を除

く。）に係るものに限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間条例第19条の

２第１項に規定する介護時間（以下「介護時間」という。）、勤務時間条例

第19条の２の２第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」
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という。）若しくは組合休暇により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを

受けた時間又は育児部分休業                     

       により勤務しない時間（以下「部分休業等により勤務しない

時間」という。）があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日

又は時間に換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時

間に加算する。 

という。）若しくは組合休暇により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを

受けた時間又は育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「部分休

業」という。）により勤務しない時間（以下「部分休業等により勤務しない

時間」という。）があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日

又は時間に換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時

間に加算する。 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇又は育児部分休業により勤務しない

期間については、それぞれ日を単位として承認された場合における勤務しな

い期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における

勤務しない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の

端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において介護休暇に

より勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位と

して承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤

務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換

算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間において介護休暇又は育児部分休業により勤務しない期間に

あっては日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日

等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合に

おける勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を勤務時間条例第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）

で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適

用しない。 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇        により勤務しない

期間については、    日を単位として承認された場合における勤務しな

い期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における

勤務しない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の

端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間にあっては、    

               日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位と

して承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤

務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換

算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間にあっては、                      

    日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日

等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合に

おける勤務しない時間を合計した時間を勤務時間条例    第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）

で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適

用しない。 

７ 第５項の規定は、介護時間又は子育て部分休暇     により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において

介護時間により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をも

って１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短

時間勤務職員として在職した期間において介護時間又は子育て部分休暇  

   により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計

７ 第５項の規定は、介護時間、子育て部分休暇又は部分休業により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間において

介護時間により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をも

って１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短

時間勤務職員として在職した期間において介護時間、子育て部分休暇又は部

分休業により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計
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した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を７

時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）

を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を７

時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）

を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

 



杉並区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則

を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２８号

杉並区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する

規則

杉並区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年杉並区教育

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２４条第１項中「あっては、」を「あっては」に改め、「２分の１日」の次に

「とし、第６号に掲げる期間にあっては３分の１日とする。」を加え、同項中第７

号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

(６) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）をしている会計年度任用講師として在職した期間

第２４条第３項中「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以下「部分

休業」という。）」を「部分休業」に改める。

第２４条の２第１項中「第８号」を「第６号に掲げる期間にあっては３分の２日

とし、第９号」に改め、「、２日」を「２日とする。」に改め、「（１日」の次に

「（第６号に掲げる期間にあっては、３分の２日）」を加え、同項中第１３号を第

１４号とし、第６号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号

を加える。

(６) 部分休業をしている会計年度任用講師として在職した期間

第２４条の２第４項中「介護休暇」の次に「又は部分休業」を、「ついては、」

の次に「それぞれ」を加え、「合計した時間」を「それぞれ合計した時間」に改め、

同条第５項中「、子育て部分休暇又は部分休業」を「又は子育て部分休暇」に改め

る。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（期末手当の欠勤等日数） （期末手当の欠勤等日数） 

第24条 第23条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第３項の規定

の適用を受けるものを除く。以下この条及び第25条において「欠勤等の期間」

という。）ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用講師勤務時間規則第５

条及び第６条の規定による週休日、会計年度任用講師勤務時間規則第11条の

規定による休日並びに会計年度任用講師勤務時間規則第12条第１項の規定に

より指定された代休日（以下「週休日等」という。）を除いた日における１

日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分を

もって１日（第１号、第２号及び第５号に掲げる期間にあっては ２分の１

日とし、第６号に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）として換算し

た日数（１日（第１号、第２号及び第５号に掲げる期間にあっては ２分の

１日とし、第６号に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）未満の端数

の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。）を合計した日数とす

る。 

第24条 第23条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間（第３項の規定

の適用を受けるものを除く。以下この条及び第25条において「欠勤等の期間」

という。）ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用講師勤務時間規則第５

条及び第６条の規定による週休日、会計年度任用講師勤務時間規則第11条の

規定による休日並びに会計年度任用講師勤務時間規則第12条第１項の規定に

より指定された代休日（以下「週休日等」という。）を除いた日における１

日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を７時間45分を

もって１日（第１号、第２号及び第５号に掲げる期間にあっては、２分の１

日                          ）として換算し

た日数（１日（第１号、第２号及び第５号に掲げる期間にあっては、２分の

１日                          ）未満の端数

の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。）を合計した日数とす

る。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

(６) 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）をしている会計年度任用講師として在職した期間 

 

(７) 略 (６) 略 

(８) 略 (７) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１日

の所定の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は部

分休業                              に

より勤務しない時間又は会計年度任用講師勤務時間規則第29条の２第１項に

規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」という。）により勤務し

ない時間（第25条において「部分休業等により勤務しない時間」という。）

があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、

第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たっては、１日

の所定の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育

児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「部分休業」という。）に

より勤務しない時間又は会計年度任用講師勤務時間規則第29条の２第１項に

規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」という。）により勤務し

ない時間（第25条において「部分休業等により勤務しない時間」という。）

があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、

第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。 

４ 略 ４ 略 

（勤勉手当の欠勤等日数） （勤勉手当の欠勤等日数） 
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第24条の２ 第23条の２の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間（第３

項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第25条の２において「欠

勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日に

おける１日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を７時

間45分をもって１日（第６号に掲げる期間にあっては３分の２日とし、第９

号に掲げる期間にあっては２日とする。）として換算した日数（１日（第６

号に掲げる期間にあっては、３分の２日）未満の端数の時間があるときは、

これを切り捨てた日数とする。）を合計した日数とする。 

第24条の２ 第23条の２の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間（第３

項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第25条の２において「欠

勤等の期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日に

おける１日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を７時

間45分をもって１日（第８号                         

 に掲げる期間にあっては、２日    ）として換算した日数（１日   

                   未満の端数の時間があるときは、

これを切り捨てた日数とする。）を合計した日数とする。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

(６) 部分休業をしている会計年度任用講師として在職した期間  

(７) 略 (６) 略 

(８) 略 (７) 略 

(９) 略 (８) 略 

(10) 略 (９) 略 

(11) 略 (10) 略 

(12) 略 (11) 略 

(13) 略 (12) 略 

(14) 略 (13) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 第１項及び前項の規定は、介護休暇又は部分休業により勤務しない期間に

ついては、それぞれ日を単位として承認された場合における勤務しない期間

から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務し

ない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の

時間（パートタイム講師として在職した期間にあっては、日を単位として承

認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務

しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間をそ

れぞれ合計した時間を会計年度任用講師勤務時間規則第２条第２項の規定に

より定められたその者の１週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数（以

下「パートタイム講師に係る算出率」という。）で除して得た時間を７時間

45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）を

合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

４ 第１項及び前項の規定は、介護休暇      により勤務しない期間に

ついては、    日を単位として承認された場合における勤務しない期間

から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務し

ない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の

時間（パートタイム講師として在職した期間にあっては、日を単位として承

認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務

しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合

計した時間    を会計年度任用講師勤務時間規則第２条第２項の規定に

より定められたその者の１週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数（以

下「パートタイム講師に係る算出率」という。）で除して得た時間を７時間

45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とする。）を

合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

５ 第３項の規定は、介護時間又は子育て部分休暇     により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び

５ 第３項の規定は、介護時間、子育て部分休暇又は部分休業により勤務しな

い時間については、それぞれ７時間45分をもって１日として換算した日及び
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１日未満の端数の時間（パートタイム講師として在職した期間において介護

時間又は子育て部分休暇     により勤務しない時間にあっては当該勤

務しない時間をそれぞれ合計した時間をパートタイム講師に係る算出率で除

して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端

数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用し

ない。 

１日未満の端数の時間（パートタイム講師として在職した期間において介護

時間、子育て部分休暇又は部分休業により勤務しない時間にあっては当該勤

務しない時間をそれぞれ合計した時間をパートタイム講師に係る算出率で除

して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端

数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用し

ない。 

６ 略 ６ 略 

 



杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第２９号

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１

２年杉並区教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

第１４条第４項に次の１号を加える。

(９) 育児休業法第１９条第１項の規定により部分休業を承認されて勤務しなか

った期間

第３０条第１１項中「、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて」を削り、同

項ただし書を削る。

第３０条の２第２項中「、正規の勤務時間の始め又は終わりに」を削り、同条第

３項中「による部分休業」の次に「（以下「第１号部分休業」という。）」を加え、

「当該部分休業」を「当該第１号部分休業」に改める。

第３０条の２の２第２項中「、正規の勤務時間の始め又は終わりに」を削り、同

条第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条中第９項を第１０項と

し、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。

７ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第１５条の２第１項の規定による部分休

業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することはできな

い。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（年次有給休暇の繰越し） （年次有給休暇の繰越し） 

第14条 略 第14条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

４ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略 

(９) 育児休業法第19条第１項の規定により部分休業を承認されて勤務し

なかった期間 

 

（介護休暇） （介護休暇） 

第30条 略 第30条 略 

２～10 略 ２～10 略 

11 時間を単位とする介護休暇は                   、

１日を通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受

けて勤務しない時間がある日については、４時間から当該介護時間の承認を

受けて勤務しない時間を減じた時間）を限度として利用することができる。

                                  

                                  

                                  

11 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、

１日を通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受

けて勤務しない時間がある日については、４時間から当該介護時間の承認を

受けて勤務しない時間を減じた時間）を限度として利用することができる。

ただし、当該日の他の休暇（前条第１項に規定するものを除く。）、職務専

念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間に

ついて勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

12～16 略 12～16 略 

（介護時間） （介護時間） 

第30条の２ 略 第30条の２ 略 

２ 介護時間の承認は                 、１日につき２時

間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につき２時

間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認又は条

例第18条の２の２第１項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務し

ない時間がある職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間

から当該第１号部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業                 の承認又は条

例第18条の２の２第１項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務し

ない時間がある職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間

から当該部分休業   又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４～７ 略 ４～７ 略 
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（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第30条の２の２ 略 第30条の２の２ 略 

２ 子育て部分休暇の承認は                 、１日につ

き２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 子育て部分休暇の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につ

き２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による第１号部分休業

の承認、条例第17条第１項の規定による育児時間の承認又は条例第18条の２

第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対

する子育て部分休暇の承認については、１日につき２時間から当該第１号 

部分休業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による部分休業   

の承認、条例第17条第１項の規定による育児時間の承認又は条例第18条の２

第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対

する子育て部分休暇の承認については、１日につき２時間から当該部分休

業   、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

７ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の２第１項の規定による部分

休業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することは

できない。 

 

８ 略 ７ 略 

９ 略 ８ 略 

10 略 ９ 略 

 



杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第３０号

杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１９

年杉並区教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

第１５条第４項に次の１号を加える。

(９) 育児休業法第１９条第１項の規定により部分休業を承認されて勤務しなか

った期間

第３５条第２項ただし書を削る。

第３５条の２第２項中「、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて」を削り、

同条第３項中「する部分休業」の次に「（以下「第１号部分休業」という。）」を

加え、「又は部分休業」を「又は第１号部分休業」に改める。

第３５条の２の２第２項中「、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて」を削

り、同条第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条中第９項を第１

０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加

える。

７ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第１５条の２第１項に規定する部分休業

の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することはできない。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（年次有給休暇の繰越し） （年次有給休暇の繰越し） 

第15条 略 第15条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

４ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略 

(９) 育児休業法第19条第１項の規定により部分休業を承認されて勤務し

なかった期間 

 

（介護休暇） （介護休暇） 

第35条 略 第35条 略 

２ 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、

又は断続して利用することができる。                 

                                  

                                  

                                  

        

２ 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、

又は断続して利用することができる。ただし、時間を単位とする介護休暇を

利用する場合において、当該利用する日の他の休暇（前条に規定するものを

除く。）、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正

規の勤務時間について勤務しないこととなるときは、当該日の当該介護休暇

は承認しない。 

３～７ 略 ３～７ 略 

（介護時間） （介護時間） 

第35条の２ 略 第35条の２ 略 

２ 介護時間の承認は                    、１日につ

き２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日につ

き２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

３ 第25条に規定する育児時間、第35条の２の２に規定する子育て部分休暇又

は杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）を承認されてい

る職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間から当該育児

時間、子育て部分休暇又は第１号部分休業を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

３ 第25条に規定する育児時間、第35条の２の２に規定する子育て部分休暇又

は杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条に規定する部分休業                 を承認されてい

る職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間から当該育児

時間、子育て部分休暇又は部分休業   を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

４～７ 略 ４～７ 略 

（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第35条の２の２ 略 第 35 条の２の２ 略 



資 料 

2/2  

新 旧 

２ 子育て部分休暇の承認は                    、１

日につき２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 子育て部分休暇の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１

日につき２時間を超えない範囲内で、30 分を単位として行うものとする。 

３ 第25条に規定する育児時間、第35条の２に規定する介護時間又は杉並区職

員の育児休業等に関する条例第15条に規定する第１号部分休業を承認されて

いる職員に対する子育て部分休暇の承認については、１日につき２時間から

当該育児時間、介護時間又は第１号部分休業を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。 

３ 第 25 条に規定する育児時間、第 35 条の２に規定する介護時間又は杉並区

職員の育児休業等に関する条例第15条に規定する部分休業   を承認され

ている職員に対する子育て部分休暇の承認については、１日につき２時間か

ら当該育児時間、介護時間又は部分休業   を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

７ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の２第１項に規定する部分休

業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することはで

きない。 

 

８ 略 ７ 略 

９ 略 ８ 略 

10 略 ９ 略 

 



杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第３１号

杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則

杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年杉並

区教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

第１３条第６項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の

１号を加える。

(５) 地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定により部分休

業を承認されて勤務しなかった期間

第２６条第４項中「、申請する当該会計年度任用講師について定められた勤務時

間の始め又は終わりにおいて」を削り、同項ただし書を削る。

第２８条第２項中「、申請する会計年度任用講師について定められた勤務時間の

始め又は終わりにおいて」を削り、同条第３項中「による部分休業」の次に「（以

下「第１号部分休業」という。）」を加え、「当該部分休業」を「当該第１号部分

休業」に改める。

第２９条の２第１項中「満３歳に達した日」を「満６歳に達する日後の最初の４

月１日」に改め、同条第２項中「、申請する会計年度任用講師について定められた

勤務時間の始め又は終わりにおいて」を削り、同条第３項中「部分休業」を「第１

号部分休業」に改め、同条第５項中「第９項」を「第１０項」に改める。

第２９条の３に次の１項を加える。

２ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第１５条の２第１項の規定による部分休

業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することはできな

い。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第13条 略 第13条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

６ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第１項の規定により部

分休業を承認されて勤務しなかった期間 

 

(６) 略 (５) 略 

(７) 略 (６) 略 

７及び８ 略 ７及び８ 略 

（介護休暇） （介護休暇） 

第26条 略 第26条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 時間を単位とする介護休暇は                    

                    、１日を通じ４時間（当該介護

休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を限度として利用することができる。             

                                  

                                  

                                  

     

４ 時間を単位とする介護休暇は、申請する当該会計年度任用講師について定

められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じ４時間（当該介護

休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇（前

条第１項に規定するものを除く。）、職務専念義務の免除等及び当該介護休

暇によりその日の全ての申請する会計年度任用講師について定められた勤務

時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認

しない。 

５～８ 略 ５～８ 略 

（介護時間） （介護時間） 

第28条 略 第28条 略 

２ 介護時間の承認は                         

             、１日につき当該勤務時間から５時間45分を減

じた時間（次項並びに第29条の２第２項及び第３項において「基準時間」と

いう。）を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、申請する会計年度任用講師について定められた勤務時

間の始め又は終わりにおいて、１日につき当該勤務時間から５時間45分を減

じた時間（次項並びに第29条の２第２項及び第３項において「基準時間」と

いう。）を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 
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３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認又は第

29条の２の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある

会計年度任用講師に対する介護時間の承認については、１日につき基準時間

から当該第１号部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業                 の承認又は第

29条の２の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある

会計年度任用講師に対する介護時間の承認については、１日につき基準時間

から当該部分休業   又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第29条の２ 教育委員会は、会計年度任用講師が、当該会計年度任用講師の子

であって、満６歳に達する日後の最初の４月１日から満12歳（次に掲げる場

合にあっては、満18歳）に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるも

のを養育するため、１日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を承認するもの

とする。 

第29条の２ 教育委員会は、会計年度任用講師が、当該会計年度任用講師の子

であって、満３歳に達した日         から満12歳（次に掲げる場

合にあっては、満18歳）に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるも

のを養育するため、１日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を承認するもの

とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

２ 子育て部分休暇の承認は                      

                、１日につき基準時間を超えない範囲内

で、30分を単位として行うものとする。 

２ 子育て部分休暇の承認は、申請する会計年度任用講師について定められた

勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日につき基準時間を超えない範囲内

で、30分を単位として行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による第１号部分休業

の承認又は第20条の規定による育児時間の承認若しくは第28条の規定による

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用講師に対する子

育て部分休暇の承認については、１日につき基準時間から当該第１号部分休

業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による部分休業   

の承認又は第20条の規定による育児時間の承認若しくは第28条の規定による

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用講師に対する子

育て部分休暇の承認については、１日につき基準時間から当該部分休業   

 、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４ 略 ４ 略 

５ 幼稚園職員勤務時間規則第30条の２の２第５項から第10項までの規定は、

会計年度任用講師の子育て部分休暇の申請及び承認等について準用する。 

５ 幼稚園職員勤務時間規則第30条の２の２第５項から第９項までの規定は、

会計年度任用講師の子育て部分休暇の申請及び承認等について準用する。 

（子育て部分休暇を承認することができる会計年度任用講師） （子育て部分休暇を承認することができる会計年度任用講師） 

第29条の３ 略 第29条の３ 略 

２ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第 15 条の２第１項の規定による部

分休業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認すること

はできない。 

 

 



杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に規定する教育

委員会規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年６月２５日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第３２号

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に規定する

教育委員会規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に規定する教育

委員会規則で定める事務及び情報を定める規則（平成２８年杉並区教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。

第２条を削り、第３条を第２条とする。

第４条中「若しくは第３項の支援給付又は」を「及び第３項の支援給付、」に、

「の支給を必要とする状態にある者若しくは」を「並びに中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

２５年法律第１０６号。以下「平成２５年改正法」という。）附則第２条第１項の

規定によりなお従前の例によるものとされた平成２５年改正法による改正前の中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下

「旧法」という。）第１４条第１項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２

項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第３項の支援給付及

び平成２５年改正法附則第２条第３項の支援給付の支給を必要とする状態にある者

又は」に改め、同条を第３条とする。

第４条の２を削る。

第５条中「外国人に対する生活保護法に準じて行う保護を必要とする状態にある

者又は外国人に対する生活保護法に準じて行う保護を受けていた者」を「「生活に

困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和２９年５月８日付け社発

第３８２号厚生省社会局長通知）に基づく外国人（日本の国籍を有しない者をい

う。）であって生活に困窮する者に係る生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者に準ずる者」に改め、



同条を第４条とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に規定する教育委員会規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

新旧対照表 

 

新 旧 

 （別表第２の事務） 

 第２条 条例別表第２の22の項に規定する教育委員会規則で定める事務は、独

立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成14年法律第162号）第15条第

１項第７号の災害共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査

に関する事務とする。 

（別表第３の事務及び情報） （別表第３の事務及び情報） 

第２条 略 第３条 略 

第３条 条例別表第３の２の項に規定する教育委員会規則で定める情報は、中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第１項及

び第３項の支援給付、   中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127

号）附則第４条第１項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年

法律第106号。以下「平成25年改正法」という。）附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（以下「旧法」という。）第14条第１項の支援給付、平成25年改正法附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第３

項の支援給付及び平成25年改正法附則第２条第３項の支援給付の支給を必

要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条

の援助の実施に関する情報とする。 

第４条 条例別表第３の２の項に規定する教育委員会規則で定める情報は、中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第１項若

しくは第３項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127

号）附則第４条第１項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

            支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条

の援助の実施に関する情報とする。 

 第４条の２ 条例別表第３の２の２の項に規定する教育委員会規則で定める事

務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第１項第７号の災害

共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査に関する事務とす

る。 

第４条 条例別表第３の３の項に規定する教育委員会規則で定める情報は、「生

活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和29年５月８日

付け社発第382号厚生省社会局長通知）に基づく外国人（日本の国籍を有し

第５条 条例別表第３の３の項に規定する教育委員会規則で定める情報は、外

国人に対する生活保護法に準じて行う保護を必要とする状態にある者又は外

国人に対する生活保護法に準じて行う保護を受けていた者         
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ない者をいう。）であって生活に困窮する者に係る生活保護法（昭和25年法

律第144号）第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者

に準ずる者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

                                    

                                    

    に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。 
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